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　】

　障害者手帳等を取得していない「65

歳以上のねたきり老人等の方」でも、

町の認定を受けることにより、所得

税や住民税での「障害者控除」を受

けることができます。

　介護課で認定申請を受付けており

ます。詳しくは、介護課までお問い

合わせください。

　

　

　高齢者の総合相談窓口である湯河

原町地域包括支援センター専用直通

電話を開設しました。どんなことで

も結構です。お気軽にご相談ください。

　60-1900直通電話 （24時間365日対応）

　湯河原町では、障害をお持ちの方

の日中活動の場として、地域活動支

援センター事業を「NPO法人障害者

地域作業所たんぽぽ」に委託し実施

しています。

【活動内容】

創作的活動・生産活動（月曜日～金

曜日）、各種行事（日曜日・月2回）

【利用時間】9:00～15:30

【費　　用】交通費、昼食費等の実費分

※詳しくは福祉課または、たんぽぽ

作業所（　64-0038）へお問い合わ

せください。

　夜間や休日などの診療時間外に病

院を受診するかどうか、判断の目安

を提供していますので、ぜひご利用

ください。

【対象年齢】

生後１か月～６歳までのお子さん

HPｱﾄﾞﾚｽ:http://www.kodomo-qq.jp/

監修　（社）日本小児科学会・厚生労働省研究班

【応募資格】町内に在住し、高等学校

に在学中または平成19年４月から高

等学校に通学する優良（学業・健康等）

な生徒で、経済的に修学困難な方

【募集人員】若干名

【奨学金の額】

・  学　資　　　１人月額  9,600円

・  入学調達金（新１年生のみ）

　　　　　　　１人年額20,000円

・  交通費　実費の範囲内で教育委員

会の定める額

【申請方法】在学中の学校に置いて

ある湯河原町奨学生願書に平成18年

分の源泉徴収票または収入の証明に

なる書類（家族全員分）を添付して、

現在通学している学校へ提出してく

ださい。

【申請締切】2月8日（木）

　小・中学校への入学または在学に

際してご相談がありましたら、学校

教育課へご相談ください。

　不登校の原因は様々であり、子ど

も一人ひとりに応じた支援や対応が

望まれます。

　そこで、教育委員会とフリースクー

ルが連携し、不登校で悩む児童・生

徒や保護者に対して相談会を実施し

ます。

【日　時】平成19年2月10日（土）

13:00～16:30

【会　場】小田原市中央公民館

【対　象】不登校児童・生徒、保護等

【申込み】不要

【参加料】無料

　新成人の皆さん、国民年金に加入

していますか？

　日本国内に住所がある20歳以上60

歳未満の人は国民年金への加入が義

務づけられています。学生のみなさ

んも20歳になったら加入しなければ

なりません。

　20歳から40年間加入し、最低25年

以上保険料を納めると原則65歳から

年金が受けられ、40年間すべての期

間を納めると満額の老齢基礎年金が

受けられます。「老後なんてそのと

き考えるよ」と思っている間に国民

年金は、掛けているあなたの人生の

万が一をサポートします。

　事故や病気等で障害の状態になっ

たときには障害基礎年金が、国民年

金加入中または老齢基礎年金を受け

る資格期間を満たした夫に先立たれ

たときには遺族基礎年金が受けられ

ることもあります。しかし、これら

の年金は保険料を納めていないとも

らえない場合もあります。

　 平 成 1 8 年 度 の 保 険 料 は 、 月 額

13,860円です。経済的な理由などか

ら、保険料が納められないときは、

「保険料免除制度」、また30歳未満

の人に限り申請できる「若年者納付

猶予制度」、学生の人は、「学生納

付特例制度」があります。いずれも、

役場住民課での手続きが必要となり

ますので、詳しくは国民年金担当ま

でお問い合わせください。


